
   所沢市議会会議規則の一部を改正する規則 

所沢市議会会議規則（平成６年議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

目次中 「 第９節 会議録（第７６条－第８０条）     」 を 

 

第９節 公聴会、参考人（第７６条－第８２条） 「 

第１０節 会議録（第８３条－第８７条）    」
に、「第８１条－ 

第８５条」を「第８８条－第９２条」に、「第８６条－第１０２条」を「第９

３条－第１０９条」に、「第１０３条・第１０４条」を「第１１０条・第１１

１条」に、「第１０５条－第１１５条」を「第１１２条－第１２２条」に、「第

１１６条・第１１７条」を「第１２３条・第１２４条」に、「第１１８条－第

１２７条」を「第１２５条－第１３４条」に、「第１２８条－第１３４条」を

「第１３５条－第１４１条」に、「第１３５条－第１３９条」を「第１４２条

－第１４６条」に、「第１４０条－第１４８条」を「第１４７条－第１５５条」

に、「第１４９条－第１５４条」を「第１５６条－第１６１条」に、「第１５

５条」を「第１６２条」に、「第１５６条」を「第１６３条」に、「第１５７

条」を「第１６４条」に改める。 

第１６条中「第１１５条の２」を「第１１５条の３」に改める。 

第３６条第１項中「第１３０条」を「第１３７条」に改める。 

第１５７条を第１６４条とし、第１５０条から第１５６条までを７条ずつ

繰り下げる。 

第１４９条第２項中「第１０４条」を「第１１１条」に改め、同条を第１

５６条とする。 

第１４８条を第１５５条とし、第１３５条から第１４７条までを７条ずつ

繰り下げる。 

第１３４条中「処理するものとする」を「処理することができる」に改め、



同条を第１４１条とする。 

第１３３条を第１４０条とし、第９７条から第１３２条までを７条ずつ繰

り下げる。 

第９６条第２項中「第１０９条の２第４項」を「第１０９条第３項」に改

め、同条を第１０３条とする。 

第９５条を第１０２条とし、第７６条から第９４条までを７条ずつ繰り下

げる。 

第９節を第１０節とし、第８節の次に次の１節を加える。 

    第９節 公聴会、参考人 

（公聴会開催の手続） 

第７６条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日

時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。 

（意見を述べようとする者の申出） 

第７７条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書で

あらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出な

ければならない。 

（公述人の決定） 

第７８条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学

識経験者等（以下「公述人」という。）は、あらかじめ文書で申

し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長か

ら本人にその旨を通知する。 

２  あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及

び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばな

ければならない。 

（公述人の発言） 

第７９条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得な



ければならない。 

２  公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超え

てはならない。 

３  公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動

があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることが

できる。 

（議員と公述人の質疑） 

第８０条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。 

２  公述人は、議員に対して質疑をすることができない。 

（代理人又は文書による意見の陳述） 

第８１条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見

を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合

は、この限りでない。 

（参考人） 

第８２条 会議において参考人の出席を求める議決があったとき

は、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする

案件その他必要な事項を通知しなければならない。 

２  参考人については、第７９条、第８０条及び第８１条の規定

を準用する。 

別表中「第１５５条」を「第１６２条」に改める。 

附 則 

この規則は、平成２５年３月１日から施行する。 


